
・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 65,198 千円

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 1,201,749 千円

国庫支出金 県支出金 その他
地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

38,813 0 0 0 3,014 35,799

195,208 0 62,302 8,145 9,688 115,073

95,267 0 978 20,177 5,755 68,357

219,788 0 110 18,731 15,604 185,343

19,657 0 693 0 1,473 17,491

568,733 0 64,083 47,053 35,534 422,063

42,114 14,971 12,097 2,634 964 11,448

133,232 8,341 7,816 0 9,091 107,984

386 70 0 0 25 291

180,570 89,893 44,881 0 3,556 42,240

136,160 1,378 360 0 10,438 123,984

80,927 55,118 12,904 0 1,002 11,903

573,389 169,771 78,058 2,634 25,076 297,850

59,627 0 0 552 4,587 0

0 0 0 0 0 0

59,627 0 0 552 4,587 0

1,201,749 169,771 142,141 50,239 65,198 719,912

※　地方消費税交付金（社会保障財源分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。
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小計　

合計  

保育所施設

その他社会福祉施設

介護・高齢者福祉

子ども・子育て

小計　

子ども・子育て

医療

母子保健衛生

介護・高齢者福祉

障害者福祉

学童保育

国
庫
補
助
事
業

（歳出）

　平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付

（単位：千円）

特定財源

平成30年度

一般財源決算

事　業　名
項
目

小計　

障害者福祉

地
方
単
独
事
業

総合福祉

医療

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（歳入）

金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障費用に要する経費に充てることとされています。

　平成30年度決算における社会保障施策経費の内訳は、下記のとおりです。


